
※1（）内は基礎断熱の場合の数値

部分改修向け補助金について（床、壁、屋根・天井）

※2 床、壁、屋根、天井のうち２つ以上を断熱改修する場合も、上限額は最大で200,000円となります。

・平均熱抵抗値が基準値を下回る場合は、補助対象となりません。

部位 平均熱抵抗値 補助上限額

床 1.0以上（0.5以上）※1

200,000円※2壁 2.0以上

屋根、天井 2.0以上

（1）補助上限額について

厚さ

熱伝導率

断熱材の「厚さ」÷「熱伝導率」
で求めます。熱伝導率は断熱材の
種類毎に決まった値を使用します。

熱抵抗値（R値）の求め方

R値3.0 R値1.0

10㎡ 10㎡

平均熱抵抗値の求め方
R値3.0と1.0の断熱材を10
㎡ずつ床下断熱した場合

3.0×10＋1.0×10

20
＝2.0

平均熱抵抗値
2.0

面積の合計

R値3.0部分の面積 R値1.0部分の面積



（2）補助額の算定方法

床① 補助単価 × 施工面積① ＝ 計①

床② 補助単価 × 施工面積② ＝ 計②

床③ 補助単価 × 施工面積③ ＝ 計③

補助単価で算定見積額
（例）床断熱の場合

同様に算定

壁の補助額 屋根・天井
の補助額

合計補助額

合計2合計1

合計1と合計2の低い方

合計

見積額から
他補助金を
差し引いた額
（補助対象経費）

補助単価（一律2,000円／㎡）×施工面積

床の補助額

補助額

補助上限額
20万円

低い方

部分改修向け補助金について（床、壁、屋根・天井）


